
司法崩壊～最高裁と大手法律事務所の癒着

                                          後藤秀典
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東京電力、国、裁判所、大手法律事務所の蜜月

「巨人阪神戦で審判が巨人のユニホーム
を着ているような話だが、経産省の官僚
や裁判官がみな東電のユニホームを身に
つけているのである。」
              
                                                  佐高信 評論家
              （日刊ゲンダイ2023・10・29）
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      最高裁第一小法廷
           
       

 だまっちゃおれん！原発事故人権侵害訴訟・愛知岐阜
 原告              被告
 福島第一原発事故で       東京電力
 愛知県・岐阜県に避難した人々  代理人 TMI総合法律事務所の弁護士
                 国

係属

裁判官 安浪亮介 
    岡正晶
    堺徹
    宮川美津子 TMI総合法律事務所の弁護士出身
    中村愼
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読売新聞 2023年10月6
日
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宮川美津子氏略歴
1986年   4月 第一東京弁護士会登録 西村眞田法律事務所勤務
1990年 10月 TMI総合法律事務所勤務
1994年   3月   ニューヨーク州弁護士資格取得
1994年   5月   TMI総合法律事務所に復帰
1995年   4月   パートナー就任
2015年   6月   エステー株式会社社外取締役就任 (～2023年6月)
2016年   6月   パナソニック株式会社社外監査役就任（～2020年6月）
2019年   6月 三菱自動車工業株式会社社外取締役就任（～2021年6月）
2023年 11月   最高裁判事

※専門は知的財産分野
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TMI総合法律事務所
ウェブサイトより

第一小法廷
退官2024年9月1日
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最高裁第一小法廷
千葉訴訟（第２陣）だまっちゃおれん愛知・岐阜訴訟が係属    

安浪 亮介     裁判官→最高裁事務総局畑

岡 正晶      弁護士出身 東京第一弁護士会 梶谷綜合法律事務所代表

堺 徹       検事畑
 宮川 美津子 弁護士出身 東京第一弁護士会TMI総合法律事務所
 中村 愼   裁判官→最高裁事務総局畑

（深山 卓也 ２０２４年 ９月１日 定年退官
            １１月１日 TMI総合法律事務所顧問就任）

※だまっちゃおれん 東電側代理人 TMI総合法律事務所所属の弁護士
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樋口英明氏 元・福井地裁裁判官 
（2014年大飯原発運転差止判決）

最高裁から
公平であるのは当たり前
公平らしくあらねばダメ
と再三言われていた。
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浪江町津島
全面積の１．６％のみ避難解除
元々の住民の帰還は2世帯のみ

福島県避難者数
２５,７８９人(今年８月１日）
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※IES⁻ R 25点以上の避難者の割合
早稲田大学災害復興医療人類学研究所など

11



フクシマ型PTSD

２０２１年以降下がり続けてきたが、２０１７年から４割前後で
横ばい。
＜理由＞
事故責任の所在が不明確だとPTSDが長引く
２０１７年、国による避難解除、それに基づき賠償、住宅提供な
どが打ち切られる
賠償に対する不満、失業、いじめがストレスの大きな原因となっ
ている。
＝国や行政による構造的な暴力が繰り返されてきた
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津島訴訟現地進行協議でのTMI弁護士のふるまい
2023年5月25日 仙台高裁1回目
「こちらの原告の世帯には住居取得費用として〇〇円を支払った。
土地建物の賠償など総額〇〇円を支払っている。そして、〇〇市
に〇〇平方メートルの土地を取得した…」
拡声器を使って読み上げる。

2024年10月18日 仙台高裁2回目
マイクは使わなかったが‥
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前田后穂 弁護士
TMI総合法律事務所
ウェブサイトより
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森川 久範弁護士 TMI総合法律事務所
ウェブサイトより
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前田氏・森川氏が被告国指定代理人

大飯原発運転差止訴訟（京都地裁）

生業訴訟（福島地裁）

千葉訴訟（東京高裁）

大間原発建設差止訴訟（東京地裁）

津島訴訟（福島地裁）
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         2021年 6月  前田氏原子力規制庁退庁
              7月  津島訴訟一審判決
                   TMI所属 津島訴訟東電代理人就任

「監視する」側の原子力規制庁の職員が、
退職したとたん、「監視される」側の

東京電力の代理人になことに問題はないのか？
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                                 ＴＭＩ総合法律事務所回答
「同弁護士〔前田弁護士〕は、
東京電力の訴訟代理人への就任について、
原子力規制庁及び東京電力の双方から承諾を得ているとのこ
とです。したがいまして、貴殿からご指摘いただいた問題は
生じないと考えられますので、ご理解のほどよろしくお願い
いたします」
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小林 勝氏TMI参与
TMI総合法律事務所
ウェブサイトより
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TMI総合法律事務所
ウェブサイトより20



原子力規制委員会設置法附則六条３

原子力規制庁の職員については、
原子力利用における安全の確保のための
規制の独立性を確保する観点から、
その職務の執行の公正さに対する
国民の疑惑又は不信を招くような
再就職を規制することとするものとする。
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一   原子力規制庁職員の退職後の動向について 
１  ①  個々の退職者とのやり取りについては回答を差し控えるが、前田氏の東京電力
   の訴訟代理人への就任について、当庁が、前田氏やTMI 総合法律事務所と合意
   した事実はない。 
        ② 見解を述べる立場にない。
           （Q.前田氏が、原子力規制庁を退官した直後に「ふるさとを返せ 津島原発訴訟」で東電の代理人に就いたことに対
                   する見解）

        ③ TMI 総合法律事務所は、国家公務員法で再就職について規制されている利害関
     係企業にはあたらないことから、退職者が TMI 総合法律事務所に再就職する
            ことについて国家公務員法上の問題は無いと考えている。 

          また、原子力規制庁長官官房人事課で平成２８年に原子力規制委員会職員    
       の再就職規制の考え方について整理し、職員に周知しているが、その考え方に
       照らしても問題は無いと考えている。 
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年に原子力規制委員会職員の再就職規制の考え方

国民の疑惑や不信を招くおそれがある原
子力事業者、原子力発電炉メーカ等への
再就職については注意が必要である。
利害関係企業以外及び 原子力事業者や原
子力発電炉メーカ等以外への就職活動で
あっても、その団体事業内容および活動
等を踏まえて慎重な判断が必要となる
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TMI総合法律事務所、原発関連訴訟、裁判所、国との関係
＜原発避難者訴訟＞
津島訴訟・浪江訴訟・九州訴訟・だまっちゃおれん訴訟で東京電力代理人
＜原発差止関連訴訟判事＞
女川原発差止訴訟 仙台地裁住民敗訴判決（1994年） 
※住民側控・上告が棄却され確定

塚原朋一 仙台地裁裁判長   知財高裁所長     TMI顧問（2010～2013）

 

もんじゅ訴訟最高裁で住民側逆転敗訴判決（2005年）※高裁初の住民側勝訴
 

泉徳治 元・最高裁第一小法廷裁判長 
才口千晴 元・最高裁第一小法廷判事   TMI顧問
＜国（保安院・原子力規制庁)＞
森川久範弁護士 TMI   原子力規制庁  TMI顧問  
前川后穂弁護士 ﾌﾛﾝﾃｨｱﾒﾈｼﾞﾒﾝﾄ     原子力規制庁   TMI顧問 
小林勝氏 通産省  原子力・安全保安院  原子力規制庁  TMI参与
＜最高裁判所＞
宮川美津子 TMIパートナー      最高裁判事（2023年11月～）
深山卓也  最高裁判事  TMI顧問弁護士（2024年11月～） 24



２０２２年６月１７日
福島第一原発事故損害賠償訴訟 最高裁判決
             
              高裁判決
生業訴訟     東電に責任あり  国に責任あり
千葉訴訟（第一陣）東電に責任あり  国に責任あり
愛媛訴訟     東電に責任あり  国に責任あり
群馬訴訟     東電に責任あり  国に責任なし
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福島第一原発損賠訴訟 最大の争点
２００２年 地震調査研究推進本部

「長期評価」（三陸沖から房総半島にかけて地震活動の長期評価について）の信頼性

マグニチュード８以上の津波地震が、
３０年以内に２０％の確率で起こる。

２００８年 東電の計算 

   この地震で15.7メートルの津波が
   福島第一原発に押し寄せる。
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2022年6月17日 最高裁第二小法廷判決
経済産業大臣が、本件長期評価を前提に……
規制権限を行使して……
東京電力がその義務を履行していたとしても……
本件事故と同様の事故が発生するに
至っていた可能性が相当にあるといわざるを得ない。

たとえ事故前の予測に基づいて、国が東京電力に対策を
取らせていたとしても、想定を超える規模の津波が来たの
で
事故の発生を防ぐことができなかった可能性が高い。
だから国に責任はない
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2022年6月17日 最高裁第二小法廷

本件事件前の我が国における原子炉施設の津波対策は、
防潮堤、防波堤等の構造物を設置すること〔が〕……
対策の基本とされていた

株主代表訴訟意見書

国の責任を否定した東京高判（前橋） でさえ、
このような事実の認定はなくむしろ、
水密化という、敷地の浸水を前提とする津波対策が
十分にあり得たことを前提とする判示をしている
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       地方裁判所・ 高等裁判所
            ＝事実審

  最高裁判所
            ＝法律審
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海渡雄一弁護士

「全く事実に反している。めちやくちゃな恥さらし判決」
「最高裁判決は、実質判断部分というのは４ページしかない。
法令の解釈基準もなければ最大の焦点であった地震調査研究推進
本部の『長期評価』に対する判断も欠落させています。どんな対
策を建てても無駄だった･･･
水密化などの津波対策を思いつくことすら不可能だったと書いて
いて、全く事実に反しているわけですよ。
現実に日本でたくさんの水密化の開発が行われている。
海外でも行われています」
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国

東京電力

長島・大野・常松法律事務所

TMI総合法律事務所

西村あさひ法律事務所

新川麻弁護士（共同経営者）

千葉勝美元最高裁判事（顧問）

顧問

前田后穂弁護士 元原子力規制庁勤務
津島訴訟控訴審東電側代理人

森川久範弁護士 元原子力規制庁勤務
小林勝参与 元保安院・原子力規制庁勤務
泉徳治元最高裁判事（顧問）
才口千晴元最高裁判事（故・元顧問）
深山 卓也最高裁判事（顧問）

東電社外取締役

～21年4月 経産省 審議会委員・専門委員

菅野博之元最高裁裁判長（顧問）

横田尤孝元最高裁判事（元顧問）

東電株主代表訴訟東電側代理人

新川浩嗣 財務官僚

夫婦

2004～19年 代表経営者

東電側意見書提出

最高裁事務総局で
指導する立場

日本原燃
社外取締役

最高裁

第１小法廷
安浪 亮介
岡 正晶
堺 徹

宮川 美津子
中村 愼

第３小法廷
宇賀 克也
林 道晴

渡邉 惠理子
石兼 公博
平木 正洋

第２小法廷
今崎 幸彦（長官）

三浦 守
草野 耕一
岡村 和美
尾島 明

原子力規制庁

フロンティア・マネジメント

東芝

大西正一郎 代表取締役社長

意見書依頼

社外取締役・原子力改革監視委員会委員

共同経営者

リーガルアドバイス

前田氏転職
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電力会社・最高裁・国・巨大法律事務所の人脈図
(2022年6月17日当時)

第2小法廷

菅野博之裁判長

岡村和美判事

草野耕一判事

三浦守判事（判決に反対）

国

東京電力

長島・大野・常松法律事務所

TMI総合法律事務所

西村あさひ法律事務所

新川麻弁護士（共同経営者）

千葉勝美元最高裁判事・弁護士
（顧問）

       顧問 就任

原子力規制庁と人事交流

前田后穂弁護士 元原子力規制庁勤務
          津島訴訟控訴審東電側代理人
森川久範弁護士 元原子力規制庁勤務

小林勝参与 元保安院・原子力規制庁勤務

泉徳治元最高裁判事・弁護士（顧問）

才口千晴元最高裁判事・弁護士（顧問）

津島訴訟控訴審 東電側代理人

21年～東電社外取締役

～21年4月 経産省 審議会委員・専門委員

株主代表訴訟東電側代理人

横田尤孝元最高裁判事・弁護士
（元顧問）

新川浩嗣 財務官僚

夫婦

～19年 代表経営者

東電側意見書

最高裁事務総局
で指導する立場

日本原燃
16年～社外取締役

最高裁
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電力会社・最高裁・国・巨大法律事務所の人脈図
(2022年6月17日当時)

第2小法廷

菅野博之裁判長

岡村和美判事

草野耕一判事

三浦守判事（判決に反対）

国

東京電力

長島・大野・常松法律事務所

TMI総合法律事務所

西村あさひ法律事務所

新川麻弁護士（共同経営者）

千葉勝美元最高裁判事・弁護士
（顧問）

       顧問 就任

原子力規制庁と人事交流

前田后穂弁護士 元原子力規制庁勤務
          津島訴訟控訴審東電側代理人
森川久範弁護士 元原子力規制庁勤務

小林勝参与 元保安院・原子力規制庁勤務

泉徳治元最高裁判事・弁護士（顧問）

才口千晴元最高裁判事・弁護士（顧問）

津島訴訟控訴審 東電側代理人

21年～東電社外取締役

～21年4月 経産省 審議会委員・専門委員

株主代表訴訟東電側代理人

横田尤孝元最高裁判事・弁護士
（元顧問）

新川浩嗣 財務官僚

夫婦

～19年 代表経営者

東電側意見書

最高裁事務総局
で指導する立場

日本原燃
16年～社外取締役

最高裁
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菅野博之裁判長
2022年6月17日   最高裁判決
    7月  3日 最高裁定年退職（70歳）
    8月  3日 長島・大野・常松法律事務
        所顧問就任

長島・大野・常松法律事務所所属の弁護士
東電株主代表訴訟で東電側代理人を務める
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電力会社・最高裁・国・巨大法律事務所の人脈図
(2022年6月17日当時)

第2小法廷

菅野博之裁判長

岡村和美判事

草野耕一判事
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株主代表訴訟東電側代理人

横田尤孝元最高裁判事・弁護士
（元顧問）

新川浩嗣 財務官僚

夫婦

～19年 代表経営者

東電側意見書

最高裁事務総局
で指導する立場

日本原燃
16年～社外取締役

最高裁
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草野耕一 最高裁判事

（2004年）

（2019年）
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電力会社・最高裁・国・巨大法律事務所の人脈図
(2022年6月17日当時)
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TMI総合法律事務所

西村あさひ法律事務所

新川麻弁護士（共同経営者）

千葉勝美元最高裁判事・弁護士
（顧問）

       顧問 就任

原子力規制庁と人事交流

前田后穂弁護士 元原子力規制庁勤務
          津島訴訟控訴審東電側代理人
森川久範弁護士 元原子力規制庁勤務

小林勝参与 元保安院・原子力規制庁勤務

泉徳治元最高裁判事・弁護士（顧問）

才口千晴元最高裁判事・弁護士（顧問）

津島訴訟控訴審 東電側代理人

21年～東電社外取締役

～21年4月 経産省 審議会委員・専門委員

株主代表訴訟東電側代理人

横田尤孝元最高裁判事・弁護士
（元顧問）

新川浩嗣 財務官僚

夫婦

～19年 代表経営者

東電側意見書

最高裁事務総局
で指導する立場

日本原燃
16年～社外取締役

最高裁
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（千葉意見書より）
「長期評価」についての扱い
地震による大津波の襲来の確率という事柄であって、その多
面性、不確実性、科学的・専門性等を有するものなのである。
そうすると、「長期評価」はその性質上多面的な評価が成り
立ち得るものであって、それを本件原発事故に対する東京電
力の予見可能性・結果回避可能性の根拠と認定し、かつ東京
電力がこれに従わなかったとを以て慰謝料額の算定の考慮要
素とすることには、疑問が持たれる。

最高裁この通り“多面的な評価”に基づき高裁の事実
認定を覆し国の責任を否定した
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電力会社・最高裁・国・巨大法律事務所の人脈図
(2022年6月17日当時)

第2小法廷

菅野博之裁判長

岡村和美判事

草野耕一判事

三浦守判事（判決に反対）

国

東京電力

長島・大野・常松法律事務所

TMI総合法律事務所

西村あさひ法律事務所

新川麻弁護士（共同経営者）

千葉勝美元最高裁判事・弁護士
（顧問）

       顧問 就任

原子力規制庁と人事交流

前田后穂弁護士 元原子力規制庁勤務
          津島訴訟控訴審東電側代理人
森川久範弁護士 元原子力規制庁勤務

小林勝参与 元保安院・原子力規制庁勤務

泉徳治元最高裁判事・弁護士（顧問）

才口千晴元最高裁判事・弁護士（顧問）

津島訴訟控訴審 東電側代理人

21年～東電社外取締役

～21年4月 経産省 審議会委員・専門委員

株主代表訴訟東電側代理人

横田尤孝元最高裁判事・弁護士
（元顧問）

新川浩嗣 財務官僚

夫婦

～19年 代表経営者

東電側意見書

最高裁事務総局
で指導する立場

日本原燃
16年～社外取締役

最高裁
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新川麻 弁護士
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           夫・新川浩嗣 財務官僚

2018年     安倍晋三内閣総理大臣秘書官
2022年３～      内閣官房気候変動対策推進室長
    ３～10月 気候変動対策推進のための有識者会議
                     ※資料には原発の活用出てくる
      ６～      財務省主計局長
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最高裁第一小法廷
千葉訴訟（第２陣）だまっちゃおれん愛知・岐阜訴訟が係属    

安浪 亮介    裁判官→最高裁事務総局畑

岡 正晶     弁護士出身 東京第一弁護士会 梶谷綜合法律事務所代表

堺 徹      検事畑
 宮川美津子 弁護士出身 東京第一弁護士会TMI総合法律事務所
 中村 愼  裁判官→最高裁事務総局畑

（深山 卓也 ２０２４年 ９月１日 定年退官
            １１月１日 TMI総合法律事務所顧問就任）
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最高裁第二小法廷

（今崎 幸彦 最高裁長官）※審議には加わらず 

三浦 守  検事畑

草野 耕一 東京第一弁護士会 西村あさひ法律事務所代表パートナー

岡村 和美 長嶋大野常松法律事務所所属経験あり 消費者庁長官等 

尾島 明  最高裁調査官 最高裁上席調査官 最高裁首席調査官

刑事裁判が係属
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最高裁第三小法廷

宇賀 克也  学識経験者 東京大学大学院法学政治学研究科教授
林 道晴   裁判官畑
渡邉 惠理子 東京第一弁護士会 
       長島・大野・常松法律事務所パートナー 
石兼 公博   特命全権大使カナダ国 
                             特命全権大使国際連合日本政府代表部
平木 正洋  裁判官畑（刑事）

いわき市民訴訟が係属
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長島・大野・常松法律事務所と最高裁
横田尤孝  2010～14年 最高裁判所判事
      2010年      志賀原子力発電所2号機運転差止訴訟上告不受理     
                   2015～20    長島・大野・常松法律事務所顧問
      2016～      日本原燃社外取締役 
  
宮崎裕子     1988～16年   長島・大野・常松法律事務所パートナー
                   2017～18年   長島・大野・常松法律事務所シニア・カウンセル
                   2018～21年   最高裁判所判事
                   2021～     長島・大野・常松法律事務所顧問

渡邉恵理子 1998～21年   長島・大野・常松法律事務所パートナー
                   2021～   最高裁判事

菅野博之  2016～22年    最高裁判事
      2022年6月   福島第一原発事故「国に責任はない」判決
        8月～ 長島・大野・常松法律事務所顧問
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最高裁判事と５大法律事務所の関係
全ての小法廷に原発訴訟と関わりの深い
西村あさひ、長島・大野・常松法律事務所、
TMI総合法律事務所の弁護士出身者が配置された

弁護士出身最高裁判事４人のうち３人は３法律事
務所出身者

全員が企業法務専門の弁護士

全員が東京第一弁護士会所属
47



どんな人たちなのか？
巨大法律事務所のベテラン弁護士

「３人とも、何が正義か、ということに
対してあまり見解をもっていない。
人権や正義のことに全然関心がない。
私もあまり関心ない。
関心を持たずにやってきました」
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アジア・ビジネス・
ロウ・ジャーナル
2023年05月18日
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なぜ、巨大法律事務所が原発訴訟に参入してきたのか？
河合弘之弁護士①
「マーケットの将来性を見つけたんじゃ
ないですか。電力会社は金持ちだし、金
に糸目をつけないだろうということで
しょうね。東電は赤字会社だけど、とに
かく政府が支えているわけだから、不払
いは絶対ないだろうし、こんなにいい商
売もないというふうに思っているんじゃ
ないですかね。
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なぜ、巨大法律事務所が原発訴訟に参入してきたのか？
河合弘之弁護士②

「銀座のバーのママから、ある弁護士が
こんなこと言ってた、と聞いたんですよ。
『河合さんていうのはいい弁護士だ。
原発裁判をたくさん起こしてくれた
おかげで、俺たちに仕事が
いっぱい入ってきて嬉しいんだよ』」
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最高裁判事の最近の退職後
菅野 博之（2022年6月退官）
 →長島・大野・常松法律事務所の顧問
山口 厚 （2023年11月退官）
 →不明
長嶺 安政（2024年4月15日退官）
 →アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問
戸倉 三郎（2024年8月10日退官）
 →「しばらくは『何もしない』ことを一生懸命にやりたい」
                                                 （朝日新聞2024年8月7日）

深山 卓也（2024年9月1日退官）
 →TMI総合法律事務所顧問
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経済産業大臣が技術基準適合命令を
2002年末に発していれば…
『重要機器室の水密化』及び『タービン建屋等
の水密化』を講じ、本件津波が到来しても、非
常用電源設備等が浸水して原子炉が冷却できな
くなって炉心溶融に至るほどの重大事故が発生
することを避けられた可能性は、相当程度高い
ものであったと認められる。

いわき市民訴訟仙台高裁判決
        (2023年3月10日）
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経済産業大臣が…
長期評価によって想定される津波による浸水に対する
防護措置を講ずることを命ずる技術基準適合命令を
発しなかったことは、電気事業法に基づき
規制権限を行使すべき義務を違法に怠った
重大な義務違反であり、その不作為の責任は
重大であるといえる。

いわき市民訴訟仙台高裁判決
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いわき市民訴訟仙台高裁判決

津波の想定や想定される津波に対する
防護措置について幅のある可能性があり
とられる防護措置の内容によっては、
必ず本件津波に対して施設の浸水を
防ぐことができ、全電源を失って
炉心溶融を起こす重大事故を防ぐことが
できたはずであると断定することまでは
できない。

(2023年3月10日）
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６・１７最高裁判決前
生業訴訟              国に責任あり
千葉第２陣             国に責任あり
愛媛訴訟              国に責任あり
群馬訴訟              国に責任なし

６・１７最高裁判決後
いわき市民訴訟           国に責任なし
岐阜・愛知「だまっちゃおれん」訴訟 国に責任なし
東京訴訟              国に責任なし
千葉第２陣訴訟           国に責任なし
山形訴訟              国に責任なし
神奈川訴訟             国に責任なし
宮城訴訟              国に責任なし
兵庫訴訟              国に責任なし
新潟訴訟              国に責任なし
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千葉地裁２陣判決
    （去年12月２２日）
７ページ半は
最高裁の「コピペ」
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裁判官は自分で考えてないってことですよ。
コピーしただけですから。
思考を放棄した、停止した。
                                                                                       千葉訴訟 滝沢信 弁護士
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４月１０日
いわき市民訴訟上告棄却

今崎 幸彦(現・長官)
は上告棄却に賛成
  60



核燃サイクル裁判
   2003～7年提訴

青森地裁・仙台高裁

原告・住民側
代理人 
海渡雄一弁護士等

被告・国
代理人
永谷典雄

裁判官
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核燃サイクル裁判
   2003～7年提訴

青森地裁・仙台高裁

原告・住民側
代理人 
海渡雄一弁護士等

被告・国
代理人
永谷典雄

裁判官

被告・国
代理人

東海第2原発差止訴訟控訴審
            2022年

被告・国
代理人

  東京高裁
裁判官 永谷典雄

原告・住民側
代理人 
海渡雄一弁護士等
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判検交流

法務省

訟務検事
（国の代理人）

裁判所

判事
出向
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判検交流

法務省

訟務検事
（国の代理人）

裁判所

判事
出向

戻る
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憲法７６条３項

全て裁判官は、良心に従い独立して職権を行
い、この憲法および法律のみに拘束される
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澤藤 統一郎弁護士
特定の巨大法律事務所が、最高裁裁判官の給源となり、
同時に最高裁裁判官の天下り先ともなっている。
こうして形成された
最高裁と特定の巨大法律事務所とのパイプを中心に、
巨大法律事務所が、裁判所、国、企業の
密接な癒着構造を形作っている。
その構図が、二二年六月の国を免責する異様な最高裁判決
となって顕在化したと言わざるを得ない。
司法の独立の危機は、新たな段階にある。
（『法と民主主義』二〇二三年七月号より）
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６１７最高裁包囲行動

６・１７
最高裁共同行動
９００人を超える参加者が
最高裁を包囲

＜参加団体＞
原発被害者訴訟原告団全国連絡会 福島原発刑事訴訟支援団 子ども脱被ばく裁判原告団 
建設アスベスト全国連絡会 原発避難者の住宅追い出しを許さない会 東電株主代表訴訟原告団
東海第二原発運転差止訴訟原告団 建設アスベスト東京訴訟弁護団 原発事故被害者団体連絡会
「避難の権利」を求める全国避難者の会 避難の共同センター 
原発被害者訴訟全国支援ネットワーク・首都圏連絡会 公害総行動実行委員会 たんぽぽ舎 
東京地方労働組合評議会 ノーモア原発公害市民連絡会 67



弾劾訴追

８月１日
草野耕一判事 岡村和美判事を
弾劾訴追請求

ジャーナリスト、弁護士らが
国会議員２０人で構成される弾劾訴追委員会に
草野・岡村亮判事を弾劾裁判にかけるよう請求
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裁判官訴追委員
衆議院選出 
委員長 上川 陽子 （自民）

井出 庸生   (自民)
田所 嘉徳   (自民)
岡本 あき子(立憲)
黒岩 宇洋   (立憲)
米山 隆一   (立憲)
美延 映夫   (維新) 
西岡 秀子 (国民)
平林 晃   (公明)

第一予備員 井野 俊郎    (自民)
第二予備員 青柳 陽一郎(立憲)
第三予備員   中西 健治    (自民)
第四予備員 吉川 元       (立憲)
第五予備員    阿部 弘樹   (維新)

上野 通子 (自民)
参議院選出

片山 さつき(自民)
古庄 玄知 (自民)
中西 祐介    (自民)
牧野 たかお(自民)
打越 さく良(立憲)
杉 久武     (公明)
青島 健太    (維新)
榛葉 賀津也(民主)
浜野 喜史    (民主)

第一予備員    石井 正弘    (自民)
第二予備員    里見 隆治    (公明)
第三予備員    高木 かおり (維新)
第四予備員    山添 拓       (共産)
第五予備員    仁比 聡平    (共産)
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